
 

投票器材及び選挙運動用具の 

       貸出しについて 

 

1 貸出し物品一覧 

 (1)投票器材 

・投票箱 

・投票記載台 

・投票箱の鍵 

 

(2)選挙運動用具 

・校内演説用のぼり旗及び旗竿 

・たすき 

・運動員用腕章 

・選挙管理委員会腕章 

・白ばら胸章 

 

２ 申込み方法 

(1)貸出しの２週間前までに、申請書に必要事項を御記入いただき、ＦＡＸ、郵送又は御持参に

て提出してください。 

(2)貸出しの当日に、申請書でお申込みいただいた物品の数量を借用書に記入し、磯子区役所総

務課６２番窓口までお持ちください。 

 

３ 注意事項 

・物品には限りがございます。必要数のみお申込みいただきますようお願いします。 

・物品の引渡しと返却につきましては、９時～17時の間でお願いします。 

・貸出し時期と実際の選挙の時期が重なった場合、貸出しができなくなることがございます。 

  

  
磯子区明るい選挙推進協議会事務局（磯子区役所総務課統計選挙係） 

選挙啓発担当 

住 所：磯子区磯子三丁目５番１号 

電 話：７５０－２３１６ ＦＡＸ：７５０－２５３０ 

 

お問い合わせ先 


